
板垣センター長よりみなさまへご挨拶

日頃より当センターの事業にご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。

私たちは、高齢者が住み慣れた地域で長く安心して暮らしていけるよう、高齢者の総合的な相談や支援、必要なサービス
の調整を行います。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジヤー等の専門の職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は
厳守いたします。安心してお気軽にご相談ください。

総合相談
高齢の方々やそのご家族に関するお悩みや問題に対応 します。
「介護のこと」「認知症のこと」「申請手続き」などの相談に対して
情報提供や適切な機関、団体を紹介し必要に応 じて継続的に
相談の対応を行つています。

権利擁護
日常生活を安心 して過ごせるように、その方の権利を守 ります。

「お金の管理が不安」「詐欺に遭 いそうになつた」などといった
高齢の方に、成年後見制度の提案や専門機関への案内を行います。
また、虐待被害の対応、防止 、早期発見のご相談も行つています。

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト (第1号介護予防支援事業 )

住み慣れた地域で自分らしく生活を続けるため

身近な地域で健康を維持するための活動に取り組み
一人ひとりに合つた適切なサービスを利用しながら
元気で自立した生活を営むことを支援していきます。
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包括的・継続的ケアマネジメント
ケアマネジヤーヘの相談支援を中心として対応に苦慮しているケースの

助言や支援を一緒に行います。また地域のケアマネジヤーヘ自立支援に

資するためのケアマネジメント支援を行います。

包括の機能の充実に向けて
高齢者支援センターでは住み慣れた地域で生活が続けられるように機能の充実に
向けて以下の事業も行つています。

○在宅医療・介護連携推進事業 ○地域ケア会議の充実
○生活支援体制整備事業 ○認知症総合支援事業
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高齢者支援センターのやくわり
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